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⽝・猫の⽣きる権利を如実に表す指標としての「⽝猫殺処分数」は⼤幅に減少 
 
新聞記事（次ページ）には⽝猫の殺処分数が⼤きく減少したことが図で⽰されている。2008
年度以前はどうであったかを Web で調べてみると、昭和 49 年からのグラフが⾒つかった。 
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/h26_dog-cat37.pdf 
 
⽝の殺処分数が⼤幅に減少していること
が⾒て取れる。 
 
この理由として、次のような記事があっ
た。 
 
⽝猫の殺処分頭数が激減しています！  
酪農学園⼤学 動物薬教育研究センター 2018.11.26 
 

殺処分数が減少した要因としては、勿論浮浪⽝や猫が減少したこともありますが、「動物
の愛護及び管理に関する法律（動愛法）」の制定が⼤きかったものと思います。動愛法は昭
和 48 年（1973 年）10 ⽉ 1 ⽇に議員⽴法により制定されたもので、動物虐待等の禁⽌によ
り「⽣命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと（動物愛護）、動物の管理指針を
定め「動物による⼈の⽣命、⾝体及び財産に対する侵害を防⽌する」こと（動物管理）、と
なっています。平成 11 年（1999 年）に法改正が⾏われ、動物取扱業規制や飼い主責任徹底
などが新たに盛り込まれました。また、2013 年の改正では、飼い主やペット業者の責任や
義務が強化され、実物を⾒せないまま販売することは禁⽌され、飼い主はペットが死ぬまで
飼い続ける責務があることなどが盛り込まれました。また、都道府県等が理由如何によって
所有者からの引取りを拒否できることになり、引き取った⽝や猫の返還や譲渡に関する努
⼒義務が設けられました。この結果、図で⽰すように⽝や猫の返還・譲渡数が急激に伸びた
ように思われます。 
 
 
昨⽇のブログにも記しましたが、本⽇のブログの内容から推し量ると、「60 歳を超えて⽝猫
を新たに飼い始める」ということへの制約はあるものと考えます。⽼⼈にとってはペットと
暮らす機会が制限され、潤いのない⽣活を強いられる可能性もあるわけです。 
 



 
 
 
 
 


